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ＩＣＴサービス安心・安全研究会 

消費者保護ルールの検証に関するＷＧ（第１６回） 

令和元年９月２５日 

 

 

【雨内消費者行政第一課課長補佐】  おはようございます。事務局でございます。 

 議事に入ります前に、まず、お手元に配付しております資料について確認させていただけ

ればと思います。 

 本日の配付資料につきましては議事次第に記載をしておりますとおり、資料１から３の

計３点となっております。机上の皆様に関しましては、前回お配りをしました「中間報告書

における個別論点について」の資料も別途配付させていただいております。 

 不足等ございますようでしたら、事務局までお申しつけいただければと思います。 

 以上です。 

【新美主査】  どうもありがとうございます。 

 それでは、皆さん、おはようございます。本日はお忙しいところお集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 ただいまから、消費者保護ルールの検証に関するＷＧ、第１６回会合を開催いたします。 

 なお、本日は、黒坂構成員からはＷｅｂでの会議参加、それから、西村構成員からは欠席

というご連絡をいただいておりますので、ご報告させていただきます。 

 それでは、早速議事に入ります。 

 本日の議題は前回に引き続きまして、一つは「ＩｏＴサービスの進展と消費者保護」、も

う一つが「中間報告書に盛り込まれた事項の進捗状況の把握」となっております。 

 １番目の「ＩＯＴサービスの進展と消費者保護」につきましては、前回のヒアリング、議

論を踏まえまして、事務局から検討方法の方向性について資料の発表をいただいた後、さら

に議論を深めてまいりたいと考えております。 

 それから、２つ目の「中間報告書に盛り込まれた事項の進捗把握」についてでございます

が、ＦＴＴＨ事業者の取り組みに関しまして、一般社団法人電気通信事業者協会から、それ

から、ＭＶＮＯ事業者の取り組みに関しまして、一般社団法人テレコムサービス協会

ＭＶＮＯ委員会からヒアリングを行いたいと存じます。 

 それでは、まず議事（１）の「ＩｏＴサービスの進展と消費者保護」につきまして、事務
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局からのご報告をよろしくお願いいたします。 

【雨内消費者行政第一課課長補佐】  事務局でございます。前回引き続きまして、「Ｉｏ

Ｔサービスの進展と消費者保護」につきまして、検討方法の方向性の案についてご説明させ

ていただきたいと思います。 

 資料１をごらんください。お開きいただきまして、１ページ目をごらんいただければと思

います。こちらのページに記載しておりますのは、まず、前回の振り返りの部分からでござ

います。枠内に前回、事務局からご説明した内容のサマリーを記載させていただいておりま

す。 

 １番最初に書いておりますのが今回の議論の背景でございまして、あらゆるものがイン

ターネットにつながる、いわゆるＩｏＴの進展に伴いまして、さまざまなものがインターネ

ットに接続されるようになり、通信サービスの裾野が広がっていくことが想定をされてお

ります。その一方で、現在の消費者保護ルールというものは、通信サービスの提供に関する

契約の締結に着目しておるものですが、一部のＩｏＴサービスのように通信サービスを含

んでいるものの、契約の内容としては商品の販売契約が主体となる場合、今の消費者保護ル

ールをそのまま直接適用するというのはそぐわない場合が想定されておるところでござい

ます。 

 その一方で、商品の販売契約が主体となってくる場合には、利用者が通信契約を締結して

いること自体を十分に認識ができない場合も想定されており、この点に関して利用者が認

識できるような説明が行われる必要性についての留意というのもご説明させていただいた

ところでございました。 

 これをどうしていくのかというところで、前回のご議論としましては、ＩｏＴサービスの

内容、契約形態の分類をした上で、それぞれの分類に応じ、各消費者保護ルールの適用の要

否、このあたりを検討していくアプローチが適当ではないかということをご説明させてい

ただいたところでありました。 

 それを踏まえまして、皆様からいただいたご意見を下のほうに記載させていただいてお

ります。株式会社ソラコムさんからは、これまでの通信ビジネスの主流であった携帯電話な

どの端末に着目した消費者保護ルールが、ＩｏＴサービスの提供者や消費者とマッチしな

いケースが増えていくのではないということ。したがって、消費者保護ルールの適用に関し

て、一部は除外するなど、より多様で利便性の高いサービスを適切なコストで提供できるよ

う配慮をいただきたいというご提言をいただいたところでありました。 
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 構成員の皆様からは４つほど意見を主にいただいておりまして、１つ目は今のＩｏＴサ

ービスの中には携帯電話のように複雑な料金体系になっているものもあるので、これも留

意をしたほうがよいのではないかということ。また、電気通信事業法やそれ以外の法令が重

畳している場合、また、逆にどの法令によってもカバーされていない領域があるかもしれな

いので、このあたりについて、交通整理を十分にすべきではないかというご意見。また、ど

のようなＩｏＴサービスが存在し、電気通信事業法や他の法令の適用をどのように受ける

か、あるいは受けないのか、こういうものについて事例集のようなものを整理してみるのは

どうかというご意見をいただきました。また、規律をかけるかかけないかのオール・オア・

ナッシングの議論ではなく、個別のサービスに応じた検討をする必要があるのではないか、

このあたりの議論をいただいたところでありました。 

 ２ページをお開きいただければと思います。分類という話を申し上げたところで、この分

類をしていくに当たって、現時点で見えているＩｏＴサービス事例についてもう一度見て

いきたいと考えておりまして、現時点で想定をされております独立した通信機能を含む

ＩｏＴサービスの事例をお示ししているものでございます。前回も何度かお話ししたとこ

ろでありますが、この中でも電気通信事業法の適用がされないものや、消費者保護ルールの

適用除外となるものも多分に含まれるのですが、イメージとして、現時点のものをお示しし

ているものであります。 

 ７つほど挙げさせていただいておりまして、例えばＳＩＭカードを積んだ見守りカメラ

ですとか、あるいはペットロボット、それから、ウオーターサーバーのように消費財を自動

で補充していくようなサービス、それから、いわゆるポケトークと言われる商品名もありま

すが、翻訳機、それから、フォトフレームのようなもので通信機能を含むもの、位置情報を

確認できるような端末、前回、ソラコムさんからご紹介のあった見守り端末、長時間電源が

ついている、ついていないという状況が続いた場合に危険なサイン、アラートを出すような

サービスというものが今のところ想定されている典型的な事例だと考えております。 

 ３ページ目をお開きください。この分類を進めていくに当たって、ソラコムさんにかなり

ご協力をいただいて、契約形態の一部である支払い形態についてモデル化してみたのが３

ページから５ページの資料になっております。モデルを５つお示ししておりまして、１つ目

がかなり携帯電話に近い形。そこから少しずつ違う形に移行していくイメージで書かせて

いただいておるものでございます。 

 モデル１番、これは月々払いで初期費用の発生しないモデルで、今の携帯電話の市場でよ
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く使われているような、端末代金を分割して支払い、また、並行してサービス利用料を毎月

払うようなものでございます。一番下に書いてある主なビジネス領域ということで、Ｉｏ

Ｔの分野で言いますと、主には法人向けのサービスとか、コンシューマー向けであっても比

較的高額なものを想定されています。また、それ以外のものでもリースやレンタルの形であ

れば、こういうモデルが当てはまるのではないかと考えているところでございます。 

 それから、モデルの２番、こちらも携帯電話市場でもあるかと思いますが、本体代金だけ

を最初に支払って、月々のサービス利用料は毎月お支払するというモデルでして、具体的に

は下に書いてあるペットロボットのようなもので、こういうモデルが採用されていると聞

いております。 

 お開きいただいて４ページをごらんいただければと思います。モデル３でございます。こ

ちらは初期費用に加えて都度払いが発生するモデルでございまして、何かといいますと、最

初に機器の代金を支払いまして、通信料金としては毎月支払うものはないんですけれども、

何らかの消費財を消費する際に料金が発生する、その料金の中に通信料金が吸収されてい

るというモデルでして、具体的には緑の枠の中に書いてある電子書籍ですとか、ウオーター

サーバーのようなもので例がございまして、電子書籍であれば電子書籍の本を購入した際、

あるいはウオーターサーバーであれば水を補充した際に、それぞれの消費財の代金の中に

通信料金が含まれているモデルというのがございます。 

 モデルの４、これはまさにポケトークの例で、よく皆さんご存じのものだと思うんですけ

れども、本体の支払いをする際に一定期間分の通信料金をまとめて支払うようなモデルに

なっております。この例で言えば２年分の通信が入っているという商品になっていたかと

思いますけれども、これを一旦購入すると、２年分は通信料金を払わなくてよい、引き続き

使いたい場合にはそこから毎月払いですとか、年払いですとか、こういう通信料金、サービ

ス料金が発生するというモデルでございます。 

 お開きいただいて５ページです。最後にモデル５としてお示ししているものですけれど

も、これが一番極端な、最も携帯で今行われているような通信料金のモデルからかけ離れて

想定しているものです。これは最初に本体費用とともに利用料金を支払うことで、将来にわ

たってサービス利用料を払う必要がないモデルでございます。このモデルで想定されるの

は、下の紫の枠の中に書いてあるＬＰＷＡのようなもの、これは何かというと、スマートメ

ーターなどで使われている、極めて低料金で、そのかわり低出力、低速度のサービスのよう

なモデルであるとか、あるいはスマート車椅子のようなモデルで、通信料金としては発生し
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ないのですが、メーカー自身がこの機器と通信をして状態確認をするようなことで、定期的

にメンテナンスの必要性の確認をし、必要があれば利用者とコミュニケーションをしてメ

ンテナンスのお勧めをする。この際にメンテナンス料でおそらくもうけられるようなもの

だと思いますが、このようなモデルが想定されておるところでございます。 

 ６ページをお開きいただければと思います。最初の２ページのところで絵をつけていろ

いろなサービスモデルみたいなものをお示ししていたと思いますが、サービスの事例にモ

デルの１から５というふうに、今ご説明したものを当てはめてみたのがこちらの表になっ

ております。 

 モデルの１に関しては、最初に申し上げたとおり法人向けが多い、またはリース、レンタ

ルの場合が想定されるということで、レンタルやリースの場合であればどのような商材で

も当てはまるということで、ここは横串を通させていただいておるものでして、それ以外は

それぞれ当てはまるものがあったり、なかったりということで、一つ一つ商材ごとにご説明

させていただければと思います。 

 上から、見守りカメラ。これは先ほどのスマート車椅子の事例に近いものだと考えており

まして、最初に一括払いをしてしまうと、原則的には通信料金が発生しないというモデル５

に当てはまるものと考えております。 

 ２番目のペットロボットに関しては、商材や販路によって形態は２パターンぐらい想定

されると思っておりまして、モデル２のように最初に端末だけ払って、月々払いの通信料が

発生するもの、それから、モデル４のように、最初に通信料金も一定期間分まとめて支払っ

てしまい、しばらくは通信料金が発生しないモデル。 

 それから３番目、消費財自動補充、これはまさにウオーターサーバーと先ほどご説明した

モデルですので、典型的なモデル３のものになると考えております。 

 それから、翻訳機、これもポケトークの例でご説明している典型的なモデル４の、一定期

間の通信料金が最初に支払われるモデルであると考えております。 

 フォトフレームや動画再生端末であれば、最初に端末だけを購入して、通信料金を別途支

払うようなモデルが当てはまるということでした。 

 それから、位置情報端末はどのような情報を伝送するかによって、あるいは、どのような

情報を分析してお伝えするかによってモデル２、モデル４に当てはまるそれぞれの場合が

あると考えておりまして、初期費用で端末代金だけを支払って毎月払いになるものと、一定

期間、通信が含まれるものと両方があると考えております。 
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 また、見守り電球に関しては伺っている限り、多くの場合はモデル４のように一定期間の

通信料金が最初に入っているモデルになるのではないかということでした。 

 下に注意書きとして書かせていただいているのですが、今の説明の、このようなもののよ

うであるとか、このようなものだと聞いているという説明をさせていただいたところなん

ですが、同一の商材であっても販路や販売者、それぞれの事情によってさまざまな通信料金

の負担方法が存在し得るものでして、このあたりはまだ必ずしも１００％見えているわけ

ではないと。現時点でかなり我々としても全容がどこまでわかるのかという部分もありま

すし、メーカーさんのほうでも創意工夫をかなりされているものだと考えておりますとい

うのが今のところの典型的なものの分析でございます。 

 ７ページをお開きください。今、このように見てきた中で、じゃあ、我々の検討はどうし

ていくのかということを、我々のアイデアとして案をお示ししているものでございます。先

ほどの説明にも少しわからない部分や不明な部分、全容がまだわからないとか、各社のサー

ビスの創意工夫がなされている最中であるということを言わせていただいたところですが、

１ポツに書いてあるところですが、消費者向けのＩｏＴサービスというのは揺籃期にある

かと思います。今のこの議論、ＩｏＴサービスの進展と消費者保護ルールのあり方に関して、

具体的に制度の改正の内容を示すのは、現時点では必ずしも十分に証拠というか情報がそ

ろっている状況にはないと考えておりまして、国内外のＩｏＴサービスの実態、あるいは隣

接分野も含めた市場の動向、また、ほかの法令との関係性などについても十分に精査をする

必要があると考えております。 

 したがって、総務省のほうでこうしたことについて、調査機関のお力、お知恵もかりなが

ら調査を進めていければと考えておるところであります。その調査の成果をもとにしまし

て、ＩｏＴサービスの内容やあるいは契約形態に着目した分類を行いまして、分類を踏まえ

た各消費者保護ルールの各規定への適用の要否など、あるいは緩和の必要性などを検討し

ていく、または分析していくこととしたいと考えております。 

 その際には、先ほどいろいろと現時点での整理のようなものはさせていただいたのです

が、こういうものを念頭に置いて、そこを精緻化していけないかと考えておりまして、その

一つの分類例のようなものを示させていただいているのが、下の（１）から（３）でござい

ます。 

 （１）は先ほど大分、表の中で見てきたものですが、端末購入時に通信料金を含めている、

通信料金の支払い方をどのようにしているかということでして、軸としては端末購入時に
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払っているか、あるいは別の形で支払っているかということで、①一括払いの場合と、②別

途支払っている場合と分けさせていただいているものであります。 

 ①のａは追加料金が一切不要な場合ということで、モデルでいうと一番最後にお示しし

た一番極端な例といったもので、将来にわったってサービス料、通信料が発生しないモデル

を考えております。この場合であれば、おそらく提供条件の説明の中で、料金に関する部分

は必ずしも厳密に運用されなくてもよい可能性があるのではないかと考えられるものであ

ります。ｂはポケトークの例でして、当初の一定期間のみ通信料金を支払う必要はなく、一

定期間経過後に追加料金を支払う必要があるモデル。これに関しては、少しａほど利用者の

理解が進んでいるかというと、という部分だと考えております。 

 ②別途通信料金を支払っている場合ということで、何かといいますと、ａの場合がウオー

ターサーバーの例で、通信料金として払っているわけではないのですが、一定の期間ごとに

何らかの形で商材を購入し、その際に通信料金がその中から吸収されているようなモデル

であります。それから、ｂは携帯電話と全く同じで、通信料金を毎月別途支払いが必要とな

るモデルで、これは今の典型的な通信サービスと同様と考えておりますので、この部分に関

しては今と同じでよいのかなと思われる部分でございます。 

 （２）期間拘束のあり、なしで、やはり期間拘束がある場合には提供条件は複雑化するの

で、この部分はより丁寧に見ていく必要があるのではないかということでお示ししている

ものであります。 

 （３）通信品質が大きな影響を及ぼすサービスであるか否か。本日の説明の中では全く触

れていない部分ではあるんですが、前回の議論の中でも少し触れさせていただいた部分で

して、これは提供状況の説明、今の説明義務の中でも通信品質について説明をする必要とい

うのが設けられておりますが、例えば、仮に通信品質が全くサービスに影響を及ぼさない、

低速通信でよいとか、遅延が幾らあってもよいとかいうサービスであった場合に、この通信

品質の説明について、どこまでする必要があるのかというところが考慮要素になってくる

のではないかということで書かせていただいているものでございます。 

 以上のような分類を念頭において、ここを中心に、あるいは足りないものを補いながら精

緻化していくということでできないかと考えているところでございます。 

 ８ページをお開きください。こちらは最終ページでございます。今言ったような分類をし

て当てはめていくやり方だけではなくて、それ以外にどのような考慮要素が必要かという

のを書いてございます。その他の論点というところで３つほど括弧を書かせていただいて
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おります。 

 上から順に、１つ目が５Ｇとの関係。５Ｇは３つほど要件ございますが、その一つの多数

同時接続が実現されますと、今まで以上に多数の端末がネットワークに接続されていくこ

ととなります。そうしますとＩｏＴは、今、我々が想定しているものよりもかなり多数の、

あるいは多様なユースケースがかなり加速度的に広がっていくことが予想されるのではな

いかと考えております。この５Ｇの実現によるビジネスモデルの変化で、特に消費者保護ル

ールとの関係で課題になるようなものについて、現時点でどうなっていくかというのは当

然見通せない一方で、やはり考慮をして、そこで置いていかれることのないようにする必要

があるのではないかと書かせていただいております。 

 （２）は前回かなり触れさせていただいた部分なんですけれども、ＩｏＴサービスのデー

タ収集・利用との関係ということで、ＩｏＴサービスでは利用者のデータが収集・利用され

る可能性がよくございます。利用者が通信であること自体も認識していなくて、ただ物を買

っただけのつもりになっていた場合には、仮に個人情報保護法など他の法令や利用規約な

どで守られていたとしても、利用者自身が全く通信でもないと思った場合にはデータの利

用・収集に気づくとっかかりもなくなってしまうおそれがあると考えており、この辺は留意

が必要ではないかと書かせていただいております。 

 ２文目のところに「特に」と書いておりますが、これは追記的なことでして、ＩｏＴが生

活に根差してきた場合には、利用実態で利用者の生活実態が浮き彫りになる可能性、個人情

報という形以外の形でも、例えばウオーターサーバーをどれぐらい使っているかとか、その

ような、直接の個人情報ではないかもしれないんですけれども、生活の実態が浮き彫りにな

るようなおそれもあるのではないか、このあたりも留意していく必要があるのではないか

と書かせていただいているものでございます。 

 ３番は前回のご議論で特にご指摘いただいた部分でして、他の法令との関係、特定商取引

法や個人情報保護法のような他法と電気通信事業法がある中で、誰にも保護されていない

隙間のようなものや、それぞれの法律の保護が重複している部分がある場合には、ユースケ

ースなどについて一定の交通整理ができるのではないか、また、必要に応じて事例集のよう

なものが整理できるのではないかということを書かせていただいておるものでございます。 

 以上、１ポツから３ポツまでご説明したところでございますが、このような検討を進めて

まいりまして、一定程度の検討が進みました際には、何らかの検討の場において報告をした

上で、必要に応じて省令など制度の整備、見直しにつなげることができればということを考
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えておるところでございます。 

 以上が我々としての検討方法の方向性の案としてお示しするものでございます。何とぞ

ご議論いただければと思います。 

【新美主査】  ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の説明に対して質疑応答に移りたいと思いますが、どうぞご発言をよろ

しくお願いします。では、森さん、お願いします。 

【森構成員】  ありがとうございます。前回は欠席しまして申しわけありませんでした。

この資料もそうなんですけど、非常におもしろい議論をしていただいていますし、また、大

変よく整理された資料で、勉強にもなりました。 

 その前提でなんですが、７ページ目の分類例のところなのですが、１番から３番まで縦２

のところで分けてあって、一つは一括払いかどうかということ、一つは期間拘束があるかと

いうことで、最後に通信品質が大きな影響を及ぼすサービスかということなんですけれど

も、何となくＩｏＴの通信サービスの場合、一つの特徴は非常に価格の安いものがあるとい

うことかなと思っていまして、それは多分、今伺ったお話の３番で吸収されていることかな

と思ったのですが、考え方としては、通信品質なり性能なりがサービスに影響を及ぼすかど

うかということと、価格が安いということは別かもしれないなと思っていまして、例えば定

期的にぽつりぽつりと送るようなものであったとして、そのことが非常に重要でありまし

たと、何か定期的な計測がなされることが重要だと。例えば時計もどこかと通信して時間を

調節しているようでして、あれも定時に調節できないとぐるぐる勝手に回っていたりする

ので、妙なことになったりするんじゃないかと思いますが、でも、安ければいいじゃないと

いう話はあるかなと思いますので、もしかすると安いということは３番とは別かもしれな

いなと思いました。 

 以上です。 

【新美主査】  どうもありがとうございます。コメントいただきました。 

 あと、ほかにご質問、ご意見。では、石田さん、お願いします。 

【石田構成員】  同じ７ページの検討方法の方向性では、当該調査研究の成果等をもとに

ということで、その手前では調査研究を行うとありまして、区分けとか分類がはとてもわか

りやすくていいと思いました。 

 また、見守りポットみたいなものはかなり前から販売されていて、使用されているという

のがありますので、そういうところで、例えばどういう点について注意して表示しているか
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とか、問い合わせはどういうのがあるかとか、苦情はどういうのがあるかという実態を、長

らくサービスを提供しているところから集めていただくと、見えていない部分が見えてく

るのかなと思いましたので、その点についても加えていただければと思いました。 

【新美主査】  今のはコメント、あるいは今後の方向についての意見ということです。 

 ほかに。では、横田さん、お願いします。 

【横田構成員】  私も今後の方向性についてはおおむね賛成なんですけれども、８ページ

の（２）について、もう一押し、議論を深めていただきたいと思っています。 

 ここでは、主語が「利用者」ということになっているんですけれども、ご説明いただいた

ような通信であることを意識できないような設置のあり方や利用のあり方が進みますと、

「その場によくわからないで来てしまった人」のプライバシーの侵害が懸念されます。既に

ビデオカメラなどについて議論されていることです。例えば「ＡＩスピーカーが音を拾って

しまって」などというのが、そのＡＩスピーカーがインテリアとして空間に溶け込んでいて

それと気づかない形で設置されているなんてことが想定されますし、見守り系につきまし

ても、これが見守りのロボットであるということが契約をした本人だけでなく、そこの場に

いらっしゃる方全員にもわかるようになっているのだろうかとか、そういう観点も必要か

と思います。この点、かなり重要だと思いますので、力を入れていただければと思います。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 ほかに。では、市川さん。その後、黒坂さん、お願いします。 

【市川構成員】  ありがとうございます。私も７ページ、８ページの今後の検討の方向性

というのは事務局で整理された形でよろしいと思うんですけれども、その上で今後、調査、

研究を深めていくところでの視点についてのコメントでございます。 

 これは自戒を込めてなんですけれども、つい、今までの規制枠組みにどう当てはまるか、

どう当てはまらないかとなってしまいがちなんですけれども、もともと電気通信の公共性

とか特殊性に着目して利用者利益の保護を考えましょうというのが、多分、電気通信事業法

の本旨だと思いますので、環境が変わるときほど、先ほど指摘もありましたが、通信が発生

しているとか、それに伴う特性があるとか、リスクがあるということを利用者が認識されて

いることが大事だというのが基本でしたよね、ということに立ち戻ったほうがいいのかな

と。 

 まさに今回、大きい法改正がありましたけど、ここでやろうとしていたことは、質とかサ

ービスの競争に入っていく時代に変わりますよということだったと思いますので、Ｉｏ
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Ｔの話がまさにそこにかなっていくものだと思うんですが、同時に利用者保護が完全に両

面にないといけないと思っています。嫌なのが、キンドルとかもそうだと思うんですが、こ

ういうふうにやるとマニュアル上これに当たらないとか、こうすると届け出なくていいと

か、別にそういうことを一生懸命やってほしいわけではないと思いますので、基本的には。

最終的に保護すべき水準があって、そこが正しくグラデーションになっていることを考え

ていく、と。法で直接やっていくとややこしいことになりますが、少なくとも調査、研究を

するときはそうなっていると望ましい、というアプローチで臨んでくださればと思います。 

 もちろん消費者保護法制がそれに取って代わる、ということもあるんでしょうけれども、

だとすると、多分、全世界的に電気通信事業に消費者保護とか利用者保護は残っていないは

ずなので、多分そうではなくて、かつてこの場でもご指摘ありましたが、サービスが終わっ

てしまうときにどうするとか、事業者は誰なのかという話は最終的にいろいろ起きるだろ

うと思われます。イノベーションの市場ですので、出たり入ったりということはたくさんあ

ってしかるべきだと思うんですが、そのときに結局、ラストリゾートといいますか、誰が救

うのか、誰が誰をつかまえるのかということについては、やはり最低限のセーフティネット

製品が残るように考えていただければと思っております。 

 というのは、例えばＥＵでも最近、スカイプは電気通信事業者に該当するという判例が出

ましたけれども、グーグルとかフェイスブックもただの場ですと言っていたのが、だんだん

ライアビリティー（責任）を持つというふうになってきていますが、そうなってくると、も

ともと考えていたことから概念がずれていくということは十分あると思います。そういう

意味では電気通信事業法はよくできていると思っていまして、事業者の公正な競争と利用

者の保護という２大テーマは通信がある限りは不変だと考えますので、そこについてはあ

まり「手前」「直近」だけのことを考えず、ぜひ調査、研究を進めていただければというコ

メントでございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 それでは、黒坂さん、お願いします。 

【黒坂構成員】  よろしいでしょうか。 

【新美主査】  お願いします。 

【黒坂構成員】  前回に引き続きまして出張先から失礼いたします。私からは２点ござい

ます。 

 まず、総論的なところでございますが、７ページ目、８ページ目に該当するところです。
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まず、全体的に分析的アプローチをとっていただきつつも、現状で規制に対して抑制的であ

るというこの考え方の整理については大変ありがたいと思っております。ですので、こうい

った方向で検討を続けていただきたいという賛成の意を表するのが一つ。 

 それに伴って、一つより積極的に取り組んでいただきたいと、私ももちろん協力できれば

と思っていますが、こういった分野のこういった検討をこの場所で継続している、ないしは

消費者行政第一課を中心として検討しているということを世の中により知らしめていくこ

とが欠かせないのではないかと思っております。非常に難しい領域を伴っている話でござ

いますし、誰に相談すればいいんだろうということがわかりにくいところでもあるので、ま

ずはここで検討していますよということを明示していただくことに意味があるのではない

かと思いました。 

 ２点目でございます。中身の話でございますが、今回議論されているＩｏＴサービスは従

来ＩＰ、インターネット技術の普及に伴って、さまざまなサービスと技術基盤がアンバンド

ル、分離されていく方向にあったものが、ＩｏＴデバイスという形で再びバンドルされてい

く方向にあるのだと思っています。消費者にとってそのほうがわかりやすいという反面、よ

り消費者が依存していく可能性があると思います。すなわち、提供される役務が生命や財産

の維持に不可欠となる場合が当然出てくる、そうなると当然、一定の責任を負うことになる

ことは明らかだと思っております。通信の歴史を考えると、そういったかなり重大な生活に

関する責務を負っていた部分というのも従来からもあります。代表的なものでいうと

ＰＳＴＮが挙げられるかと思いますが、そういったＰＴＳＮの位置づけであるとか、あるい

は、その背景となる精神であるとかということも一部参照できる部分があるのではないか

と思いますので、さまざまな過去の分析であるとか、検討であるとかを踏まえながら、どの

ようにＩｏＴサービスによってサービスが再びバンドルされていくのか、そこで提供され

る便益の内容であるとか、それに基づく権利利益、または侵害の程度といったものを評価し

ていくことを継続してお願いできればと思っております。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。視点を提供していただきました。 

 今の黒坂さんの指摘と絡むんですけれども、私も個人的に関心があるのが、ＩｏＴが進ん

でいったときに利用者は通信役務提供契約の当事者になっているのか、なっていないのか、

この視点はしっかり見ておく必要があります。一括払いになるようなときに通信役務提供

契約がＢｔｏＢで終わっていて、Ｃには行かないということもあり得ますので、通信役務提
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供契約の当事者として消費者が入ってきている場合、そうでない場合、分けて議論する必要

があろうかと思います。入ってきている場合は当然カバーしていけると思うんですが、入っ

てきていない場合に知らんぷりしていいのか、いけないのかということも議論しなければ

いけないんです。要するに、責任集中みたいな議論をする必要があるかないかというのは重

要な論点になると思いますので、今の黒坂さんの指摘に補強する意味で、ぜひこの点も視点

に入れていただきたいと思います。 

 あと、ほかに。どうぞ。 

【木村構成員】  主婦連の木村です。 

 これからいろいろな契約を消費者はしなければならないということで、やはり利用者に

とって自分がどういう契約をしているということがきちんとわかりやすくなっていること

が第一だと思います。例えば携帯電話を、今、自分がどういう契約をしてというのをきちん

と説明できる方はおそらくそんなにいらっしゃらないんのではないかなと思うのですが、

こういう複雑なものではなくて、きちんとわかりやすく提供していただくということが第

一前提だと思っています。 

 新美先生がおっしゃいました法の隙間ではないですけれども、例えば、先ほどウオーター

サーバーの事例がありましたが、これは通信が関係するかどうかというのを利用者がわか

らない。もちろん説明があって理解していればいいのですけれども、そうではないのに、何

かトラブルが起こった時に、いや、これは通信の問題ですよと言われた時に利用者が困って

しまうことにならないでほしいと思っています。そういう意味で、８ページの（３）その他、

他法との関係整理というところで、法の隙間のようなものが起こらないように、きちんと議

論していく必要があるのではないかと思っています。 

 また、その上の（２）の個人情報などの扱いというところで、やはりこれは現在でもかな

り問題になっているのですけれども、こういうログの扱いですとか、セキュリティーの関係

はかなり議論していく必要があるのではないかと考えています。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございました。 

 まだまだご質問、あるいはご意見おありかと思いますが、時間の都合、この第１のテーマ

は以上にさせていただきたいと思います。 

 本日のご意見も踏まえまして、「ＩｏＴサービスの進展と消費者保護」に関しての検討方

法の方向性につきましては、最終報告書案に盛り込んでいくよう事務局で整理をしていた
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だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、次に議事（２）の「中間報告書に盛り込まれた事項の進捗把握」について、一

般社団法人電気通信事業者協会及び一般社団法人テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会か

らヒアリングを行いたいと思います。 

 まずは、一般社団法人電気通信事業者協会の水谷様からご説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

【電気通信事業者協会（水谷）】  電気通信事業者協会、ＴＣＡの水谷です。資料２につ

きましてご説明いたします。 

 ＦＴＴＨに関する消費者保護の取り組みについてということで、おめくりいただきまし

て２ページ目ですが、消費者保護ルールの検証に関するＷＧ中間報告書における個別の論

点のうち、今回は３つの事項についてご報告させていただきます。 

 １番目が不適切な営業を行う販売代理店等への対策です。２番目が高齢者へのトラブル

の対応です。３番目として、法人契約者のトラブルへの対応という形で報告いたします。 

 ページを２枚おめくりいただきまして、右下の番号４ですが、まず、不適切な営業を行う

販売代理店等への対策①ということで、販売代理店が不適切な営業を行うことがないよう

に、これは各社事業者になりますが、当協会ではマニュアル作成等による業務の適正化や研

修等による啓発などを実施しております。 

 具体的には営業マニュアル等の業務の適正化では、消費者保護ルールに則った各社ごと

に営業マニュアルを作成しております。特に本年１０月１日の法改正を踏まえまして、販売

代理店の届出制度、また、自己の名称、勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止といっ

たものを各社追記する形をとっております。 

 次に２番目の四角ですが、情報展開や研修等による周知啓発ということで、例えば事業者

の社内及び代理店様に向けた消費者保護ルールに関する情報の展開ですとか、コンプライ

アンス研修を事業者各社で実施し、消費者保護ルールの理解促進等を行っております。 

 四角の３番目ですが、販売代理店様の取り組みのチェックということで、こちらはサンプ

ルの抽出によって、特に電話勧誘等の対応になるかと思いますが、応対チェックを各社で実

施しているような形でございます。 

 ページをおめくりいただきまして、対策の②でございますが、不適切な営業の疑いのある

申告が発生した際は、事実確認を行いまして、必要に応じて代理店指導を行うとともに、再

発防止を徹底している形でございます。 
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 四角の１番目ですが、発生した場合の代理店様の指導ということで、４つほど書いてござ

いますが、まずはヒアリングをしたりとか、通話の記録の確認等をしまして、事実確認の実

施ということ。２番目のポツですが、セールストークや応対スクリプトの見直しとか、代理

店様の指導の実施という形です。３番目のポツとしまして、悪質な営業や苦情件数が多いな

ど、業務環境の確認が必要な場合には立ち入り検査ですとか、業務監査なども実施という形

です。最後に、再三の注意・指導にかかわらず改善が見られない場合には、販売停止や契約

解除を実施することもございます。 

 四角の２ですが、注意喚起・再発防止に向けた取り組みとしまして、代理店様に対しての

不適切事例の共有及び注意喚起の実施。それから、ＴＣＡの苦情相談窓口というコールセン

ターがございますが、こちらに入電して把握した不適切な営業事例については、必要に応じ

て会員各社で情報の共有や注意喚起を行ってございます。それによりまして、各社のマニュ

アル等に反映する対応を実施しております。 

 ページをおめくりいただきまして、大項目２の高齢者トラブルへの対応でございます。ま

たおめくりいただいて、右下の番号７になりますが、高齢者の対応については、先ほどの４

ページの対策に加えまして、特に適合性の原則に則りまして、より丁寧な説明、年齢確認、

あとは同居のご家族への確認などを実施しております。 

 丁寧な説明と年齢確認ということで、勧誘の際には年齢確認を実施しております。ポツの

２番目で、名乗りやご利用の料金（オプション等）、解約条件などについて、より丁寧な説

明を実施しております。例えばゆっくり話すとか、または、サービス名だとか料金とか、重

要な内容について復唱をするなどといった対応を行ってございます。 

 四角の２番目ですが、同居の家族への確認ということで、同居家族がいらっしゃる場合に

はご家族様への確認、同意をとるという対応を行ってございます。いない場合には、例えば

その代わりになる方を聞くなどの確認を行う事業者もございます。最終的に本人のみとい

う場合もございますが、そういった場合にはご本人様の契約意思を確認しまして、履歴をと

る事業者もございます。店頭を持っている販路につきましては、家族が同伴した方には契約

内容をご説明する形でございます。 

 四角の３番目、販売代理店様の取り組みのチェックということで、先ほども出たサンプル

のチェックです。こちらで、お客様が高齢者だった場合には、より丁寧な説明が適切に実施

されるかというのを確認するようなチェックをしております。問題があった場合には代理

店様への注意喚起、改善指導等を行ってございます。 
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 ページをおめくりいただきまして、大項目３の法人契約者のトラブルへの対応でござい

ます。右下のスライド番号は９でございますが、法人契約者のトラブルへの対応としまして、

小規模法人顧客に対しては消費者保護ルールを準用する形をとっておりまして、適用の考

え方についても、各事業者、社内に向けて啓発を行ってございます。 

 四角の１番目ですが、消費者保護ルールの準用ということで、こちらは各社のマニュアル

に基づいて営業活動を行っており特に説明義務に基づく提供条件等の説明、契約書面の交

付、初期契約解除等を実施してございます。 

 四角の２番目の周知啓発ですが、小規模法人顧客に対する消費者保護ルールの適用範囲

について、社内周知を各社行ってございます。特に適用範囲に関しては、営業担当がつかな

いような小規模な法人様については、基本的には消費者保護ルールの準用をする形で進め

てございます。ポツの２番目ですが、営業マニュアル等への記載及び研修等での啓発という

ことで実施をしてございます。 

 最後に、今後も会員間において取り組みの状況の情報共有と意見交換を行いまして、苦情

削減に向けて業界を挙げて努力してまいります。 

 ＴＣＡからは以上でございます。 

【新美主査】  どうもありがとうございます。 

 それでは、続きまして一般社団法人テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会、井原様からご

説明をお願いいたします。 

【テレコムサービス協会（井原）】  テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会の井原でござ

います。よろしくお願いいたします。１ページおめくりいただきまして、本日は個別の論点

のうち、こちらの５つについて説明をさせていただきたいと思っております。 

 では、２ページをおめくりください。まずは料金プランの理解促進の件でございます。本

日ご説明させていただく内容に関しましては、ＭＶＮＯ全体となっておりますけれども、個

社ごとに取り組み内容は異なっておりますので、あくまでも一般的な特徴としての説明と

なりますことをご了承ください。 

 まず、ＭＶＮＯの料金に関しましてはもともとシンプルなものが多いということと、利用

実態に応じたプランを選択しやすい、利用状況を確認し、オンラインにより簡単に料金プラ

ンの変更が可能という特徴がございます。 

 具体的には下に書かせていただいているとおり、まずは音声プランとデータプランを選

べる点が特徴です。データのみを利用した場合は音声プランよりも安いという形です。隣の
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表は一例でございますけれども、このように音声とデータで明確に料金差があり、料金差に

関してもわかりやすい内容になっております。②容量に応じた料金の設定が可能というこ

とで、こちらも右の表を見ていただければわかりとおり、お客さんの利用に合わせたプラン

を個々に選べるということになっております。③容量を超えた場合、こちらは高速通信が利

用できなくなるということでございます。基本的に料金が上がるというわけではなく、容量

が超えればここで料金が上がるということはございません。④高速通信のオン・オフが可能

でございます。こちらのほうで利用者が通信容量をコントロールすることも可能でござい

ます。⑤余った容量に関しては翌月に繰り越せるということで、料金プランと合わせて料金

設定の節約が可能となっております。 

 続きまして、３ページをごらんください。これらの特徴を踏まえて、実際に利用者がどの

ように契約をして、どのように料金の見直しをするかというものを説明させていただいて

いる資料でございます。 

 ご契約の際なんですけれども、まず用途を選んでいただく、音声なのかデータなのか。次

に容量を選んでいただく。ご自身の利用状況、もしくはお客様の予算に合わせて容量を選択

していただく。ご利用時に関しては、まず状況を確認するということで、マイページのほう

でのパケットの利用状況を簡単に確認することができます。その確認した結果、④ご利用状

況に合わせて見直しなんですけれども、例えばパケットが不足している場合、高速通信のオ

ン・オフが可能でございますので、こちらでパケットの節約をする、もしくは、翌月となる

んですけれども、容量の多いプランのほうへプラン変更する、もしくは、追加のパケットの

購入が簡単にできるということです。もし余る場合、こちらも翌月の繰り越しをうまく考慮

して、容量の少ないプランへ変更。例えば２ギガ余っているのであれば、さらに低い料金プ

ランへ変更することも可能なので、ご利用者に応じて非常に簡単に料金を選び、また、節約

することができるというのがＭＶＮＯの一般的な料金の特徴かと思っております。 

 ４ページは参考ということなんですけれども、ＭＶＮＯに関しての利用者の満足度の状

況でございます。こちらは電気通信分野における市場検証（平成３０年度）年次レポート

（案）として出させていただいている中身でございます。ＭＶＮＯサービスの料金に関する

満足度は８１.９％と非常に高い結果となっておりますので、ＭＶＮＯの料金及び料金体系

に関しましては、利用者に支持をされているのではないかと認識をしております。 

 また、ちょっと別件なんですけれども、今回の法改正によって、実際にニフティさんのよ

うに規制対象外なんですけれども、みずから期間拘束を撤廃されたＭＶＮＯもございます。 
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 今後も料金プランの理解促進に関しては引き続き各社及び業界として取り組んでまいり

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、５ページをごらんください。手続時間の長さへの対応状況でございます。

ＭＶＮＯに関しましては７割ぐらいがオンラインということで、手軽に契約手続が可能と

なっておりますけれども、各種手続に関しましても基本的にはウエブのほうを活用して、簡

単に行えるということになっております。また、店舗で契約されるＭＶＮＯの場合に関しま

しては、先日、ドコモ様が発表されていたように、ウエブによる事前確認で重要事項の短縮

をして、契約時間を短くする取り組みをしている事業者もございます。 

 続きまして、６ページをごらんください。こちらに関しては広告表示の適正化なんですが、

料金やサービスに関する広告表示ではなくて、通信速度の広告表示に関する説明となりま

す。 

 ＭＶＮＯの通信速度に関しましては、計測方法、表示方法を定めたガイドラインが本年３

月に完成しております。なお、ＭＶＮＯを速度計測に関しましてはＭＮＯと異なりまして、

全国１カ所となっておるため、広告表示においては通信速度ではなく、参考速度という表現

で告知するということがガイドラインで定められています。 

 今後の伺いまスケジュールとしましては、１０月に実行速度適正化委員会が開催され、そ

こで速度計測のための自主運用ルールの承認を得る予定でございます。承認後、速やかに各

社へ案内させていただきまして、計測等の実施をさせていただく予定でございます。 

 なお、計測結果の利用者への情報提供に関する基本的な考え方なんですけれども、先ほど

申し上げたとおり、全国１カ所だけの計測となりますので、計測結果を通信速度の優位性訴

求等に利用しないということと、ＭＶＮＯ各社の計測結果を安易に比較しないということ

が定められております。 

 続きまして、７ページでございます。こちらが実際に表示するイメージでございます。速

度について絶対値で表示させていただいて、時間帯によって通信速度が大きく落ち込むと

いうことがご理解いただきやすい内容として表示することになっております。また、横に目

安となる数字を表示しない場合でも、ユーチューブ等の動画の解像度で推奨される持続的

な速度である１.１Ｍｂｐｓ等の横線を引くなどして、利用者にわかりやすい工夫を行うこ

とになっております。 

 続きまして、８ページでございます。こちらはＭＶＮＯの全体の取り組みでございますけ

れども、ＭＶＮＯサービスを考えている方へのご注意とアドバイスの見直しを８月３０日
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リリースさせていただいております。心当たりのない請求の原因である音声通話の切断方

法についてなど、注意事項を４点追加させていただいてございます。 

 続きまして、９ページが各社の高齢者に対しての対応でございます。ＭＶＮＯ各社で販売

形態が異なっておりまして、サービスもさまざまということで、こちらは高齢者に向けて提

供されているサービスの一例ということでございます。お試しスマホは事前に通信速度等

を確認したり、実際に利用できるかどうかを確認するサービスであったり、リモートサービ

スの提供であったり、マイネオさんのようにお手軽にご契約いただいて通信品質を確認し

ていただくようなサービス等も展開されている事業者がございます。 

 続きまして、１０ページをごらんください。最後に青少年フィルタリングの利用促進でご

ざいます。こちらは７月に開催されました、青少年の安心・安全なインターネット利用環境

整備に関するタスクフォースの資料でございます。 

 こちらを説明させていただきますと、１９年３月に利用者登録をいただいた方でフィル

タリングの申し込みをされた方の率なので、分母に関しては利用者登録をされた数、分子に

関しましてはフィルタリングの申込数となっております。基本的にＭＶＮＯに関しまして

は一部を除き、フィルタリングサービスは有償となっており、また、オンラインでの契約が

主ということもありまして、ＭＮＯと比較しましても申し込み率が低い状況でございます。

そのため、業界全体としては利用率の向上に努めていく必要があると考えております。業界

全体の取り組みとしては次ページをごらんください。 

 まず、ＭＶＮＯはウエブ申し込みが主であるということもございますので、２０１８年１

月に業界指針として、「ＭＶＮＯにおける青少年へのフィルタリングサービスの加入奨励に

関する指針」というものを策定し、発表させていただいております。また、利用者向けとし

まして、テレサ協のホームページでフィルタリングを説明した「ＭＶＮＯスマートフォン安

心安全ガイド」というものを公開させていただきまして、ＭＶＮＯの各社からもリンクを張

っていただいて、フィルタリングの利用促進に努めさせていただいております。 

 しかしながら、現状のフィルタリング利用状況及び課題を鑑みまして、「ＭＶＮＯスマー

トフォン安心安全ガイド」の見直しを予定しておりまして、具体的な内容としましては、保

護者への啓蒙活動としてフィルタリング及びペアレンタルコントロールの優位性及び必要

性について追記をさせていただく予定でございます。 

 フィルタリングの利用促進に関しましてはまだまださまざまな課題があると認識してお

りまして、引き続き関係各省と連携をとりまして、業界全体として利用促進に努めさせてい
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ただきたいと思っております。 

 １２ページ以降はテレコムサービス協会の紹介となりますので、割愛させていただきま

す。説明は以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいま２つのご説明がございましたが、それに対する質疑応答、あるいはそ

の他の事項でも構いませんが、よろしくご発言いただきたいと思います。では、どうぞ、近

藤さん。 

【近藤構成員】  老テク研究会の近藤です。仙台と横浜で数年前からシニア向けのスマホ

サロンをやっていて、最近特に後期高齢者と言われる７５歳以上の方たちがとても増えて

いて、しかも補聴器が必要だったりとかご家族がいないという方が増えています。消費者保

護という点から考えると、皆様の発表は大変納得できるものがあるんですが、実際に地域で

お助けしている立場から事業者の方にぜひお願いしたいと思うのは、Ｗｉ－Ｆｉというこ

とが全く理解されていなくて、携帯電話が電波で通信されていることはわかっているんで

すけれども、ほんとに信じられないかもしれませんけど、ご主人がＷｉ－Ｆｉを使わせくれ

なくて困っている奥さんとか、何といったらいいんでしょうかという感じなんですけれど

も、コマーシャルや、そういった活動の中で、新しい端末なんだということをもう少し啓発

していただけるような、これを教育というのかは微妙ではありますけれども、何とかそうい

った形でご支援していただく方法を検討していただけないかと切に思います。 

 非常に幸せな方は、息子さんや娘さんがＩＴ企業に勤めていて、自分の使わなかったｉ

Ｐｈｏｎｅをプレゼントして、ＩＩＪにセットして、ちゃんとモバイルＳｕｉｃａも入れて

くれて、でも、わからないからやっぱりスマホサロンに行きますという方は非常にいい方な

んですけど、片や、夫は買ったけど全く使わないし、自分は勉強したいけれども、うちにあ

るＷｉ－Ｆｉのパスワードがわからないからバージョンアップもできない、どうしたらい

いかわからないといった、スマートフォンや新しい通信サービスを使うときのほんとに基

本になるようなことがあまり理解されていないということを、信じられないかもしれませ

んけれども、何かトラブルがあってからというよりも、導入するときにもう少しそのあたり

を丁寧に説明していただきたいと切に願っておりますので、ぜひともよろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。現場の状況をぜひご認識いただきたいということ
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ですので、今後の展開を考えていただきたいと思います。 

 それでは、ほかにご質問。それでは、長田さん、お願いします。 

【長田構成員】  ＴＣＡさんに伺いたいんですけれども、不適切な営業を行う販売代理店

等への対策をご報告いただいて、丁寧にいろいろな取り組みをしていらっしゃるというこ

とはわかったのですが、その成果を教えていただきたいです。 

 例えば、実際、代理店指導をどのくらい行われているのかとか、販売停止とか契約解除は

既にそういう事実があるのかとか、何か成果がわかるものがあったら教えていただければ

と思います。 

【新美主査】  それでは、よろしくお願いします。 

【電気通信事業者協会（水谷）】  ＴＣＡでございます。ご質問ありがとうございます。 

 ＴＣＡの相談窓口であるコールセンターには、上半期も月間平均６３０件ほど入電がご

ざいまして、傾向としては横ばいの状況でございます。そういった意味では、まだまだ対策

をしていかないといけない状況かと存じます。また、個別の代理店様の指導ですとか、何か

行き過ぎた対応があって、措置を行ったかという部分ですが、おそらく個社ごとにはそうい

った件数を把握していると思われますが、協会としては、こちらの件数をまとめてございま

せんので、お答えが難しい状況でございます。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。 

【長田構成員】  ５ページのところに注意喚起、再発防止に向けた取り組みということで、

「他の代理店等に対して不適切事例の共有及び注意喚起を実施」とあるんですけれども、こ

れはどこの事業者がというのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、こういうケ

ースもあったという具体的なものが消費者側にも情報提供されると、電話がかかってきた

ときにこれだぞと思えたりする事例もいっぱいあるんじゃないかと思いますので、少し情

報を加工した形でももちろん構わないと思うんですけれども、そういう意味での情報共有

というのもぜひ取り組んでいただければと思います。 

 以上です。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。今のご要望をしっかりと受けとめていただけたらと

思います。せっかくいいことをなさっているんですから、そのことも消費者にとっても、そ

れを契機に何らかの対応がとれるようなことを考えていただきたいということだと思いま

す。 

 では、市川さん、どうぞ。 
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【市川構成員】  ありがとうございます。今の長田さんの質問と重なるもので、ＴＣＡさ

んのところなんですが、今お話があったように、中間報告では取り組みの成果について検証

するということが盛り込まれていますので、実感ですけれども、お感じになっていること、

進められていることについて、ぜひより具体的に言っていただけると進んでいることが伝

わるかと思います。多分、入電件数だけで全てをはかるものでもないと思いますし、おそら

くは取り組み自体に意義があったやつはお感じになっているところがあると思うので、そ

の辺は同じところになりますが、５ページで各種指導等を強化されていらっしゃいますけ

れども、もし、ＴＣＡでいろいろ聞いていらして、感覚としてでも結構なんですけれども、

取り組みは少しずつよくなってきているとお感じかどうか教えていただければと思います。 

【新美主査】  それでは、ＴＣＡさんからよろしくお願いします。 

【電気通信事業者協会（栃岡）】  すいません、あくまでも個人的な感覚ですけれども、

当然取り組みとしては浸透しておりまして、いい方向に進んでいるという理解でございま

す。ただ、定量的にきちっとまとまったものはないので、今後そういうことについて検討し

ていきたいと思っております。 

【市川構成員】  長田さんがおっしゃったように、完全に定量的である必要もないとも思

っていまして、過ぎたよくないことをもう一度言うのはお嫌だったりするのはわかります

けど、よくなっていっていることを示さないと、こういうことしていますよ、というだけに

見えてしまうのは得策ではないかなと思いまして。「評価」ということが中間報告上もあり

ますので、ぜひそこはお願いできればと思います。 

 もう一点だけＴＣＡさんに。 

【新美主査】  どうぞ。 

【市川構成員】  同じように９ページのところに、法人契約者トラブルの対応、一部ネッ

トとかで騒がれたこともありましたけど、こちらはもともとそういうルールでもありまし

たが、個人に近い方にはきちっと消費者保護ルールを準用していくというお話がありまし

た。こちらについても、同じような伺い方で申しわけないんですけれども、前後で浸透度合

いの違いとか－先ほどおっしゃったように営業マンを配置していないようなところについ

てはきちんと知されているということは感覚としておっしゃっていましたけど－このあた

りの徹底度合いについて、感覚ばかりうかがって恐縮ですけれども、評価をいただければ幸

いです。よろしくお願いいたします。 

【新美主査】  よろしくお願いします。 
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【電気通信事業者協会（水谷）】  ＴＣＡでございます。感覚としてはあまりこちらでお

答えするような部分は持ちあわせておりませんが、ＴＣＡの相談窓口の中での、特に SOHO

に当たるような法人ユーザーの比率は全体の２％程度で、非常に少ないところもございま

して、影響としてはかなり小さいと考えてございます。 

【市川構成員】  ありがとうございます。 

【新美主査】  よろしいですか。ほかに。では、石田さん、どうぞ。 

【石田構成員】  ありがとうございます。いろいろな取り組みをしてくださっているとい

うことでお話は伺いました。５ページのところに、「不適切な営業の疑いがある申告等が発

生した場合は、事実確認を行い」という形で書かれているんですけれども、確かに今、近藤

さんがおっしゃったように、高齢者の場合はちょっと耳が遠かったりというようなことが

あって、電話勧誘の場合なんかですと、テープを聞くと、ちゃんと説明して、「はい、はい」

と言っていますよねと、事実確認が行われていたみたいな話になってしまいますと、これで

不適切ではなかったみたいなことになりかねないということがありますので、苦情がどれ

だけ入ってきたかというあたりを確認していただいて、本当に理解されているのかという

ところはテープだけでわからないことかなと思います。そのあたりが横ばい状態にあらわ

れているのかなと思いますので、ぜひ、今後の取り組みはそういう視点でお願いしたいと思

います。 

【新美主査】  どうぞ。 

【近藤構成員】  最近あった事例なんですけれども、よくＮＴＴとかソフトバンクとか

ＫＤＤＩという大きな企業であたかもあるように名乗って、実態はそこから下請の下請の

下請みたいなところだろうと思うんですけれども、たくさんキャンペーンを持ちかけてき

て、それを利用者が実際にやろうとすると、そういうサービスは実はなかったということが

あります。そういうときに、例えば消費者センターに連絡をするエネルギーと根性のある人

はわりと少なくて、大抵の場合はどこに相談したらいいかわからないまま泣き寝入りして

しまう。それでお店に行って、店頭で苦情を言って、何も関係ない優しいお姉さんとかお兄

さんがつらい思いをしているところをたびたび見ます。ですから、苦情処理のあり方という

のも、もう少し業界の方たちが何か一緒に考えていただけるといいんじゃないかなとすご

く思う今日このごろです、先生。 

【新美主査】  わかりました。これはだんだんサービスが高度化して、複雑化していくと

ますますそういう状況が多くなってくるかと思いますので、ひとつそのあたりは検討して
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いただきたいと思います。 

 ほかにご質問、ご意見ございましたら。では、森さん、どうぞ。 

【森構成員】  ありがとうございます。ＴＣＡさんにご意見を申し上げようと思いますが、

さまざまな取り組みをしていただいているんですけれども、やはりプレーヤーが大きな会

社ばかりなので、個社での取り組みが中心ということだと思うんですけれども、今回、消費

者ワーキングで法改正の検討なんかをしたときに、これはモバイルのほうですけれども、取

り組みが各社によって違うこと自体が一つの問題だという話はいろいろなところで出てい

たのではないかと思います。極端な言い方をすれば、真面目な人が損をするみたいな面とい

うのは出てきてしまうので、それは固定でも同じところはあると思いますので、各社取り組

みがまちまちであるところをそろえるというか、きちんとするのはＴＣＡさんの役割だと

思いますので、例えば入電にしても、どの事業者さんのことが何件来たかとかいうことはわ

かるわけなので、皆さんばらばらにということではなく、消費者保護の取り組みについて、

ある程度、最低限といいますか、各社に自由に任せられるところはあるとしても、このぐら

いはやりましょうというところはＴＣＡさんで統合的にやっていただいたほうがいいのか

なと思います。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。なかなか組織と組織の対応で、今、森さんのおっ

しゃったことを十分考えていただきたいということは、消費者からは強い要望として出て

くると思いますので、その点もぜひご検討いただきたいと思います。 

 ほかにございましたら、どうぞ。では、長田さん、どうぞ。 

【長田構成員】  テレコムサービス協会さんに１０ページのフィルタリングの利用のと

ころで質問なのですが、ここのご説明に、各社によってフィルタリングの有償提供とそうじ

ゃないところの差があると。Ａ社は無償で提供されていて申し込み率と利用率が１００％

ということなのか、そしてＢ社が、申し込みは１００％なのに利用が非常に低いのはなぜな

のか、もしおわかりだったら教えてください。 

【新美主査】  では、よろしくお願いします。 

【テレコムサービス協会（井原）】  テレコムサービス協会でございます。こちらのＡ社

に関しましては、実は申し込みが必須になっておりまして、利用者が青少年の場合は必ずフ

ィルタリングに申し込まなければいけないというサービスの提供をされておりますので、

基本的には１００％ということになってございます。たしか、オプションサービスの料金自
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体は発生しているかと思っております。Ｂ社さんはなぜこうなっているかは、我々にも理解

ができておらず、こちらの場でご説明ができなくて大変申しわけございません。 

【新美主査】  どうぞ。 

【長田構成員】  Ａ社の必須という取り組みは非常に評価できるんじゃないかと思いま

して、ほかの社の皆さんも、そういうご検討をぜひしていただければいいんじゃないかなと

思いました。 

【新美主査】  これは要望ということで、ぜひご検討いただきたいと思います。 

 この表を見て私も思ったのは、申し込みがあったのに利用をしないというのはよくわか

らないんです。これは申し込みがあったらユーザーとしてはフィルタリングを使わせてく

れと言っているので、何で利用できないのかというのは気になるところです。 

【近藤構成員】  利用の仕方がわからないんですよ。 

【新美主査】  わからない？ それだけですか。 

 では、どうぞよろしくお願いします。 

【テレコムサービス協会（井原）】  私のほうが説明をきちんとできていなくて、大変申

しわけございません。 

 こちらのほうは３月にお申し込みをいただいて、５月の時点でその方が今でもご利用さ

れているかどうかということでございまして、実は数％の方は申し込みのときは申し込む

んだけど、一、二カ月後にやはり要らないということで、申し込みを解除される方がいらっ

しゃるという差でございまして、実際に使われているのが難しいということではなさそう

な感じでございます。 

【新美主査】  その辺はぜひ、その差がなくなるような努力をお願いしたいと思います。 

 ほかにございましたら。では、黒坂さん、お願いします。 

【黒坂構成員】  黒坂でございます。今の部分、青少年フィルタリングのことで１点と、

あと、ＴＣＡさんの資料で１点意見がございます。 

【新美主査】  お願いします。 

【事務局】  少々お待ちください。すいません、通信が今１回切れてしまったので、先に

ご発言がありましたら。 

【新美主査】  それでは、また後で。では、平野さん、お願いします。 

【平野主査代理】  では、黒坂さんが復活するまで同じテーマで。１０ページ目の１０

０％の部分です。 
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 前回、私も発言したんですが、フィルタリングのデフォルト値は申し込むとやれば当然増

えますよねと、これは認知科学なんかの実証研究がよくあります。例えば何で日本は臓器の

提供が少ないのと。それは提供するというアファーマティブな選択をしない限りデフォル

トはしないからですよね。逆にすれば、つまり何も言わなければ当然、臓器は提供するとい

う法制度になれば非常に大きくなると。 

 ここからはオフ・ザ・レコードで。言いたかったのは、ベストプラクティスを共有すると

いう話がＭＮＯさんのところで出てきていますので、こちらも、ぜひともこういう事例を共

有していただきながら、またご議論を深めるのがいいのかなという私の要望でございます。 

【新美主査】  ありがとうございます。 

 ほかに。黒坂さんがまだ復活できないのであれば。ほかにご意見ございましたら。では、

木村さん。 

【木村構成員】  今回、ＴＣＡさんの資料には青少年利用に関しての資料がなかったので、

ぜひ次回にはこちらのほうも。大手の事業者さんが加入しているところでございますので、

ぜひ、どういう取り組みをなさっているのかというのを教えていただきたいと思っている

のが一点です。 

 あともう一点は、こちらのテレコムサービスさんのところなのですけれども、「フィルタ

リングを有償提供」と書いてあるのですけれども、大体お幾らぐらいになるのでしょうか。 

【新美主査】  ２点。では、まず、ＴＣＡさんからお答えいただいて、その後、ＭＶＮＯ委

員会からお答えいただきたいと思います。 

【電気通信事業者協会（水谷）】  ＴＣＡでございます。当協会に参加しているＭＮＯは

楽天さんを入れると４社ですけれども、前回のＷＧで、３社においては個別に取り組み事例

として、フィルタリングを含めた対応というのはご説明させていただいたところでござい

ます。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。それでは、テレサ協からよろしくお願いします。 

【テレコムサービス協会（井原）】  テレサ協でございます。料金はまちまちでございま

すが、月額で１００円台から３００円台後半ぐらいが一般的な料金となっています。 

【新美主査】  よろしいでしょうか。ほかにございましたら、どうぞよろしくお願いしま

す。特にございませんか。では、長田さん、どうぞ。 

【長田構成員】  ＴＣＡさんが前回ご説明くださったというのは、各社ごとの数字は入っ

ていましたか、何％程度と。多分、そのことを木村さんはおっしゃっているんだと思うんで
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すけど。 

【梅村消費者行政第一課長】  その点よろしいでしょうか。 

【新美主査】  どうぞ。 

【梅村消費者行政第一課長】  前回報告させていただきましたけど、青少年のタスクフォ

ースを開催しておりまして、そこで課題と対策をまとめたということを申し上げまして、そ

の中でＭＮＯさんに関しましては個社の数値についても開示していく方向性で取りまとめ

られまして、今後フォローアップの中でそれを示していくこととさせていただいておりま

すので、この場でまだ数値が間に合わないかと思いますので、一応お伝えしておきます。 

 あと、先ほどデフォルトということで平野先生からもお話がありましたけど、青少年イン

ターネット環境整備法におきましては、こういう携帯の役務を青少年に提供する際にはフ

ィルタリングサービスを利用すると。ただ、保護者がサービスを利用しない旨の申し出をし

た場合その限りではないということで、あとはそういうキャリア様とか事業者様の説明に

よって、どの程度最初の申し込みが増えるのかというところは、やはりそういった数字の公

表ですとか、あと、販売代理店がしっかり説明をしやすいように設計していくことが大事か

ということで課題と対策はまとめさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

【新美主査】  ほかにございますか。では、どうぞ、黒坂さん。 

【黒坂構成員】  すいません、大変失礼いたしました。大丈夫でしょうか。 

【新美主査】  よろしくお願いします。 

【黒坂構成員】  おそらく１番目、今、梅村課長に拾っていただいたかと思いますので、

ＭＮＯの皆さんの違いというものもあるんだろうなと想像できる資料になっておりますの

で、ＭＶＮＯ、ＭＮＯ、いずれの皆様にも青少年フィルタリングについては、個別での取り

組みをぜひ今後とも教えていただければと思っておりますというのが一点です。 

 続きまして、大丈夫でしょうか。 

【新美主査】  どうぞお願いします。 

【黒坂構成員】  続きまして、ＴＣＡさんの資料でございますが、総論的な物言いで恐縮

なんですけれども、取り組みについていろいろしていただいていることについては大変あ

りがたく、敬意を表したいと思いますが、おそらく取り組みの前提となっている現状認識に

ついて、より詳細にご説明いただくことに意味があるのではないかと思います。当然、対策

を考えていらっしゃるわけですから、何らか前提認識があって、こういうことをやっている
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ということがあるとは思うんですけれども、そのご説明が十分でない状況だとすると、せっ

かく取り組んでいただいているのに、何となく問題と言われているようだからやりました

みたいな見え方がしてしまうのではないかなと思います。 

 この課題が具体的に何なのかということを共有して、こういった場で議論することは非

常に重要だと思いますので、ぜひそういった情報開示を引き続きお願いできればなと思っ

た次第です。 

 以上です。 

【新美主査】  コメントありがとうございます。 

 ほかに。では、森さん、お願いします。 

【森構成員】  テレコムサービス協会さんのほうなんですけれども、１０ページのフィル

タリングのところで、皆さんからいろんなご意見が出たわけですけれども、さらに重ねてと

いうことなんですが、やはり、これはばらつき過ぎで、先ほども違っていること自体がが問

題だというお話をしましたけれども、団体としては、そして、ＭＶＮＯ委員会さんとしては、

ここまで違うのはどうなんだと思っていただいたほうがよくて、先ほどの梅村課長のご説

明にもありましたけれども、これは、その説明によって申し込まないことになるわけですか

ら、説明が違うんだと思うんです。私としては、これはどういうふうに持ちかけているかと

いうところ、デフォルトの問題もあると思いますけれども、デフォルトの場合は決まってし

まうわけですけれども、どんな言い方をしているかということで、こういう、特に水色のほ

うが１００から２６まで分かれてくるということですので、別に要りませんよねと言って

しまえば、それは２０％台ということもあるかなと思いますので、そこのところは、青少年

フィルタリング利用の促進は重要な課題であるということを皆様で共有していただいて、

ここではＡＣＢＣＤＥＦＧになっていますけれども、委員会の中では、あなたのところはち

ょっと少ないんじゃないのみたいなことを、ぜひともやっていただければと思います。 

 以上です。 

【新美主査】  ありがとうございます。なかなか表には出しにくいかもしれませんけれど

も、ある意味、中でそういった切磋琢磨をしていただきたいということだと思いますので、

要望ということにさせていただきたいと思います。 

 あと、ほかにご意見、ご質問ございましたら。特にありませんか。では、北さん、よろし

くお願いします。 

【北構成員】  フィルタリングのところですが、ＭＶＮＯは先ほどのプレゼンの中で、
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契約手続の７割がオンラインだとおっしゃられました。店頭に買いに来て説明するのと、

オンラインで売るのとでは、かなり状況が違うのではないか、オンラインがより利用率が

低いのではないかと推察するのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

【新美主査】  よろしくお願いします。 

【テレコムサービス協会（井原）】  テレコムサービス協会でございます。おっしゃられ

るとおり、実際にウエブの契約が多いということになるんですけれども、必ず利用者登録の

説明をさせていただくとともに、利用者が青少年の場合に関しては、きちんと説明文が出る

ような形になって、しっかりとそこをクリアしていかないと前に進まないという各社の申

し込みページになってございますということなので、決してウエブだからこそ低くなると

いうことではないのかなということと、実際、こちらの数字は、一番右の会社に関しまして

は、店頭販売がほとんどの会社が実は一番低いという状況でございます。 

【新美主査】  逆ですか。 

【テレコムサービス協会（井原）】  逆でございますと。課題としましては、実際、先ほ

どから皆さんおっしゃられている、申し込みの説明の仕方の部分に課題感があるかという

気もしておりますので、いわゆる法律だからということではなく、実際に利用していく上で

非常に必要なものであり、便利なものであるということをしっかりと説明をさせていただ

きつつ、ご契約を勧めていきたいと思っておりますので、そういった意味で「安心安全ガイ

ド」の見直しをさせていただいて、今後、各社様に関しましても、ＭＮＯさんと同じように、

数字は検証させていただくように検討しておりまして、また、依頼はさせていただいていま

すので、引き続きこちらの数字が改善するように案内をさせていただきつつ、公表もさせて

いただければと思っております。 

【新美主査】  ありがとうございます。北さん、よろしいでしょうか。 

【北構成員】  いや、びっくりしました。 

【新美主査】  あと、ほかにご意見、ご質問ございましたらお願いします。特にございま

せんでしょうか。 

 それでは、今日取り上げました議題につきましえてはいろいろな意見交換できたかと思

いますので、以上で本日の議事は終了させていただきたいと思います。 

 ヒアリングに応じていただきました皆様には、お忙しい中、また、丁寧にご説明いただき

まして、ありがとうございました。 

 それでは、今、ヒアリングを通じて把握できた進捗状況につきましては、最終報告書案に
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も盛り込んでいただくよう、事務局のほうはよろしくお願いしたいと存じます。 

 では、最後に事務局から連絡事項がありましたら、よろしくお願いします。 

【雨内消費者行政第一課課長補佐】  事務局でございます。次回の会合の日程につきまし

ては、別途お知らせいたします。 

 以上でございます。 

【新美主査】  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、第１６回ワーキンググループを終了したいと思います。本

日は熱心なご議論ありがとうございました。 

以上 

 


